
 

『（介護予防）訪問介護契約にあたっての説明書』 

    あなたが、利用しようと考えている（介護予防）訪問介護サービスについて、契約を締結する前に 

知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、ご遠慮なく

お尋ね下さい。 

 

  この『説明書』は、「指定（介護予防）サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成１８年３月１４日厚生省令３５号）」基づき、（介護予防）訪問介護サービス提供契約

締結に際して、事業者が予め説明しなければならない内容を記したものです。 

      

１．訪問介護サービスを提供する事業者について 

 

事 業 者      社 会 福 祉 法 人           おおとり福祉会 

代 表 者      理  事  長          山 本 鉄 也 

所 在 地 
堺市西区鳳東町六丁６５９番地１ 

     Tel ２７５－１５５５  Fax  ２７５-１７７５ 

         

２．あなたの訪問介護サービスを提供する事業所について 

  (１)事業所の所在地等 

事  業  所  名         おおとり福祉会ヘルパーステーション 

指定事業者番号   第２７７０１０１７２９号 

所  在  地  堺市西区鳳東町六丁６５９番地１ 

連  絡  先 
 Tel ２７５－１５５５ 

 Fax ２７５－１７７５ 

事業所の通常の 

事業の実施地域 

堺市西区及び堺区 

他の地域でも必要に応じて実施可 

 

  (２)事業の目的および運営方針 

事業の目的 

利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持もしくは改善をはかり又

は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、指

定（介護予防）訪問介護の円滑な管理運営を図るとともに指定（介護予防）訪問介

護事業の適切な運営及び利用者に対する適切な訪問介護の提供を確保することを

目的としています。 

 

運営方針 

指定（介護予防）訪問介護業務において、要支援者の心身機能の改善、環境調整等

を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行いま

す。そのためにも、必要な保健･医療･福祉サービスを提供する者とも密接な連携に

努めます。 

               

    (３)サービス提供可能な日と時間帯 

営 業 日 月曜日から土曜日（祝祭日も営業）。ただし、１２月３０日から１月５日を除く。 

営業時間 午前９時から午後５時。 

※時間外のご希望の方はお申し出ください｡ 

 

 



  (４)事業所の職員体制 

管   理   者 小林 建次  

サービス提供責任者 訪問介護の連絡調整、訪問介護サービスの提供            1名  

訪 問 介 護 職 員 訪問介護サービスの提供 常勤換算  ２.５名 

           

３．提供するサービスの内容について                                                              

    (１） 提供するサービスの内容について 

          ○身体介護 

         入浴・排泄・食事等の介護を行います。 

      ○生活援助 

         調理・洗濯・掃除・買い物等日常生活上の支援を行います。 

       ※上記のサービスは、例えばご利用者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行うなど 

        利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって行います。 

     ☆ サービスの実施頻度は、（介護予防）サービス計画（ケアプラン）において、以下の支給区分が 

      位置づけられ、１週間あたりのサービス提供頻度が示されます。これを踏まえ、（介護予防）訪問 

介護計画において具体的な実施日、１回あたりの時間数や実施内容等を定めます。 

        支給区分  １週間あたりのサービス提供回数 

         Ⅰ   おおむね１回 

         Ⅱ   おおむね２回 

         Ⅲ   おおむね３回以上 

     ☆ ご契約に対する具体的なサービスの実施内容、実施日、時間等は（介護予防）サービス計画（ケ 

アプラン）がある場合には、それを踏まえた（介護予防）訪問介護計画に定められます。ただし、

利用者の状態の変化、（介護予防）サービス計画に位置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要

に応じて変更することがあります。 

       ※以下のサービスは原則としてお受け出来ません。 

       ◎ご家族に対するサービス。 

       ◎医療行為になるもの。 

             ◎現金、貴重品の取扱い。 

         ※ただし買物の際の現金預かりや、与薬・血圧測定等の軽度の医療行為は 

          ご依頼によりお受け出来る場合もありますのでご相談ください。 

 

（２） 提供するサービスの内容・料金とその利用料（利用者負担分）/見積もりについては別紙をご覧下さ

い。 

         ☆ 利用料金は１ヶ月ごとの定額制です。（介護予防）サービス計画において位置づけられた支給区   

     分によって次のとおりとなります。 

     ☆ 利用者の体調不良や状態の改善等により（介護予防）訪問介護計画に定めた期日よりも利用が少 

      なかった場合、又は、（介護予防）支援計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割り 

での割引又は増額はしません。 

     ☆ 月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり月の途中で終了した場合 

      であっても、以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算を行いません。 

       一 月途中に要介護から要支援に変更となった場合 

       二 月途中に要支援から要介護に変更となった場合 

       三 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 



     ☆ 月途中で要支援度が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単価に基づいて 

      利用料を計算します。 

   ４．その他の費用について                                     

    ①交  通  費  

 

訪問時の交通費 

 

 

 

通常の実施地域                      無  料 

実施地域以外 

      事業所から片道１０キロメートル未満      ５００円 

      事業所から片道１０キロメートル以上    １，０００円 

 

サービス提供時の交通費 負担     無 ・ 有 （サービス提供１回当たり       円） 

   

  ②キャンセル料  

    予定していたサービスの利用を中止する場合  

        前日午後５時までに連絡あった場合     キャンセル料は不要です。 

       当日午前８時３０分までに連絡あり     ２００円 

              当日午前８時３０分までに連絡なし    １５００円 

      （ただし、利用者の救急入院等やむを得ない場合、キャンセル料は請求致しません。）         

  ③サービス提供にあたり必要となる、利用者の居宅で使用する電気・ガス・水道・必要な消耗品や器具･ 

     材料、その他費用は、利用者の負担となります。 

   

５．利用料､その他の費用の請求及び支払い方法について 

請 求 

ア) 利用料、その他の費用はサービス提供毎に計算し、利用月ごとの合計金額により 

   請求いたします。                                                         

イ） 請求書は、利用明細を添えて利用のあった翌月の 20日までに、利用者あてに 

   お届けします。 

支払い 

ア) 請求月の月末までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 

     《ア》自動引き落としの場合 

             手続き書類をお届けします。必要事項をご記入のうえ従事者にお渡し 

             ください 。 

     《イ》現金支払いの場合 

             直接、事業所に持参していただくか、従事者の訪問時にお支払いくだ 

             さい。 

イ)  お支払いを確認しましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管をお願いし 

      ます。（領収書の再発行はいたしません） 

         ※なお、利用料及び交通費等の支払いについて、支払い期日（交通費の場合は提供実施日）から 

         １４日以上遅延し、さらに支払い督促から１４日以内にお支払いがない場合には、この契約を 

         解約した上で、未払い分をお支払いいただくことになります。 

 

６．担当の変更をご希望される場合の相談窓口について 

利用者のご事情により、担当ヘルパー 

の変更を希望される場合は、右の担当 

者までご相談ください。 

ア）担当者氏名    サービス提供責任者 

イ）連絡先電話番号     ℡ ２７５－１５５５ 

ウ）受付日および受付時間   月～金   午前９時～午後５時 

      ※担当ヘルパーの変更に関しましては、ご希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制 

    などにより、ご希望に添えない場合もありますことを予めご了承ください。 



 

 

 

７．秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らし 

ません。この秘密を保護する義務は、契約終了後も継続します。 

 

 （２）事業者等は、利用者に処遇上の必要がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を 

       提供できるものとします。また事業者は、利用者が診療・検査を受けた医療機関から必要な情報の 

       提供を受けることができるものとします。 

（３） 事業者等は、適切な介護サービス提供のため、居宅介護支援事業者や他の事業者と連携を図るなど正 

な理由がある場合には、サービス担当者会議等において、事業所の判断により利用者等の個人情報を 

       用いることができるものとします。 

 （４）事業者等は、利用者等に関する個人情報が含まれる記録物（磁気媒体情報及び伝送情報を含む） 

       については、善良な管理者の注意を持って管理し、また処分する際にも第三者への漏洩を防止する 

       ものとします。なお、複写物の交付については、一枚２０円を支払います。 

 

８．情報提供に関する同意について 

     利用者等は、７（２）（３）に係る情報提供に同意するものとします。 

 

９．緊急時の対応方法について 

     サービス提供中に利用者に緊急の事態が発生した場合、利用者の主治医及び予め指定する連絡先に連絡 

   します。但し、連絡がとれなかった場合や、急を要する場合は、事業者等の判断に拠ることとします。 

 

 

主

治

医 

所 属 医 療 機 関 名          

利 用 者 の 主 治 医          

所在地及び電話番号   〒                                         ℡ 

家 

 

族 

 

等 

緊 急 連 絡 先            氏名                                   続柄（        ） 

住              所   〒                                          

電   話   番   号    自宅 携帯 

緊 急 連 絡 先            氏名                                   続柄（        ） 

住              所   〒                                          

電   話   番   号    自宅 携帯 

    

 

１０．事故及び損害賠償発生時の対応と賠償責任 

     利用者に対する訪問介護の提供により、事故が発生した場合には速やかに保険者、利用者の家族、 

    利用者にかかる居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な処置を講ずるものとします。 

     事業者等は、契約に基づくサービスの実施に伴って、事故の責に帰すべき事由により、事業者等 

    に生じた損害について、その責任の範囲において賠償する責任を負います。 

 



 

 

 

１１．苦情処理、及び処理の手順等 

    （１） 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を 

         設置して対応するものとします。 

    （２） 苦情を受け付けた場合の処理手順は、次のとおりとします。 

       １．窓口で受け付けた苦情については、受付した者が『相談・苦情記録、処理台帳』に内容を記録し、 

           必ず責任者に報告して、必要に応じ、申し出者に処理内容を伝達するものとします。 

       ２．１によっても苦情処理を行えない場合については、申し出者の了承により、事業者の第三者委員 

           や顧問弁護士等に相談するものとします。 

       ３．２については、その結果もしくは時間を要する場合はその旨を、必ず申し出者に連絡するものと 

           とします。  

 

 

                                                                                                       

１２．サービス提供に関する相談、苦情について 

【事業所の窓口】 

   おおとり福祉会 

       ヘルパーステーション 

    サービス提供責任者 

〒593-8324 

   堺市鳳東町６丁６５９番地１ 

       Tel. ２７５－１５５５   Fax. ２７５－１７７５ 

 受付時間 月～土  午前９時から午後５時 

【市町村の窓口】 

    

 堺市堺区役所介護保険係      

 堺市西区役所介護保険係 

 堺市中区役所介護保険係 

    

 

 

 電話 ２２８－７４７７ Ｆａｘ ２２８－７８７０ 

 電話 ２７５－１９１２ Ｆａｘ ２７５－１９１９ 

 電話 ２７０－８１９５ Ｆａｘ ２７０－８１０３ 

【公的団体の窓口】 

    

 堺市健康福祉局 長寿社会部  

介護保険課 

  電話（０７２）２２８－７５１３   ＦＡＸ（０７２）２２８－７８５３  

受付時間 月～金  午前１０時から午後５時３０分 

 

【大阪府の窓口】 

 

大阪府  高齢介護課   

 

 

 所在地  大阪市中央区大手前２丁 １－２２ 

       Tel．０６－６９４４－７２０３ 

        

 受付時間  月～金    午前９時から午後５時 

          

 

１３．高齢者虐待防止について 

    事業者は、利用者等の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

   （１）研修等を通じて、従業員の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。 

   （２）従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えます。 

       

 

 

 



 

 

 

１４．この説明書に基づく説明を行った年月日 

 

      この説明書の説明年月日  令和    年    月    日 

 

    上記内容について、『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生 

省令第３７号）』第８条の規定に基づき、利用者又はその家族に説明を行いました。 

 

     事業者  所 在 地   堺市西区鳳東町６丁６５９番地１ 

             

                法 人 名   社会福祉法人 おおとり福祉会 

 

          代 表 者     理  事  長    山  本  鉄  也   印 

 

                事 業 所   おおとり福祉会 ヘルパーステーション 

 

          説 明 者     氏名                                   印 

 

        上記内容の説明を、事業者から受け、指定訪問介護サービスの提供開始に同意しました。 

           

     利用者  住  所 

      

                   氏    名                 印 

 

        代理人    住  所 

      

                   氏    名                                  印     続柄（     ）  


